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【手続補正書】
【提出日】令和2年2月14日(2020.2.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　識別情報の変動表示を行う識別情報表示手段を備え、識別情報の変動表示の表示結果が
特定表示結果となったことに基づいて、遊技者にとって有利な特別遊技が実行可能となる
遊技機であって、
　識別情報の変動表示に伴って所定の演出表示を行う演出表示手段と、
　前記演出表示手段の演出表示を制御する演出制御手段と、
　を備え、
　前記演出制御手段は、
　前記演出表示手段における表示領域を複数の領域に分割して該複数の領域の各々で所定
画像の変動表示を実行可能であり、
　前記複数の領域の各々で変動表示が終了したときの所定画像の表示態様に応じて、前記
複数の領域の全部または一部で、再度、所定画像の変動表示を実行可能である
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記複数の領域の各々で変動表示が終了したときの所定画像の表示態様が第１表示態様
である場合、前記複数の領域の全部で、再度、所定画像の変動表示を実行する
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記複数の領域の各々で変動表示が終了したときの所定画像の表示態様が第２表示態様
である場合、前記複数の領域の一部で、再度、所定画像の変動表示を実行する
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　前述の課題を解決するために、本発明は以下の構成を採用した。
　すなわち、手段１の遊技機は、
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　識別情報の変動表示を行う識別情報表示手段を備え、識別情報の変動表示の表示結果が
特定表示結果となったことに基づいて、遊技者にとって有利な特別遊技が実行可能となる
遊技機であって、
　識別情報の変動表示に伴って所定の演出表示を行う演出表示手段と、
　前記演出表示手段の演出表示を制御する演出制御手段と、
　を備え、
　前記演出制御手段は、
　前記演出表示手段における表示領域を複数の領域に分割して該複数の領域の各々で所定
画像の変動表示を実行可能であり、
　前記複数の領域の各々で変動表示が終了したときの所定画像の表示態様に応じて、前記
複数の領域の全部または一部で、再度、所定画像の変動表示を実行可能である
　ことを要旨とする。
　また、手段２の遊技機は、前述した手段１の遊技機において、
　前記複数の領域の各々で変動表示が終了したときの所定画像の表示態様が第１表示態様
である場合、前記複数の領域の全部で、再度、所定画像の変動表示を実行する
　ことを要旨とする。
　また、手段３の遊技機は、前述した手段１又は２の遊技機において、
　前記複数の領域の各々で変動表示が終了したときの所定画像の表示態様が第２表示態様
である場合、前記複数の領域の一部で、再度、所定画像の変動表示を実行する
　ことを要旨とする。
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